
4

【
素
案
の
閲
覧
】
７
月
15
日
㈮
～
29
日
㈮

8
時
30
分
～
17
時
15
分（
㈯
㈰
を
除
く
）　

都
市
計
画
課　
※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
閲
覧
で
き
ま
す
。　
【
説
明
公
聴
会
】

8
月
６
日
㈯
10
時
～　

三
井
集
会
所

（
小
泉
６−

97
）

●
児
童
扶
養
手
当

　

父
ま
た
は
母
と
生
計
を
別
に
し
て
い
る

児
童
を
育
て
て
い
る
家
庭
の
生
活
の
安
定

と
自
立
を
助
け
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を

図
る
た
め
の
制
度
で
す
。　

お
お
む
ね

次
の
①
～
⑦
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
18

歳
の
誕
生
日
の
属
す
る
年
度
末
ま
で
の
児

童（
一
定
の
障
害
が
あ
る
児
童
の
場
合
は

20
歳
未
満)

を
監
督
・
保
護
・
養
育
し
て
い

る
父
ま
た
は
母
も
し
く
は
養
育
者(

所
得
制

限
な
ど
一
定
の
要
件
あ
り
）①
父
母
が
離
婚

し
た
②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
③
父
ま

た
は
母
が
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
④

父
ま
た
は
母
に
1
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

前
に
子
ど
も
支
援
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

　
一
定
の
障
害
が
あ
る
子
ど
も
を
育
て
て

い
る
人
に
支
給
す
る
手
当
で
す
。　

お

お
む
ね
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
20
歳
未
満
の
子
ど
も（
施
設
入
所
者・

公
的
年
金
受
給
者
を
除
く
）を
監
護
し
て

い
る
父
母
か
養
育
者（
所
得
制
限
あ
り
）

①
身
体
障
害
者
手
帳
1
～
3
級
・
4
級
の

一
部
の
障
害
、
ま
た
は
重
度
の
内
科
的
疾

患
が
あ
る
②
療
育
手
帳
の
判
定
が
Ⓐ
・Ａ・

Ｂ
で
あ
る
③
精
神
障
害
な
ど
で
①
②
と
同

程
度
で
あ
る　
【
支
給
月
額
】重
度
／
５
万

１
、５
０
０
円
、
中
度
／
３
万
４
、３
０
０

円　
※
㈯
㈰
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

上
尾
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
私
立
幼

稚
園
に
通
園
し
て
い
る
次
の
①
か
②
の
幼

児
が
い
る
世
帯
①
満
３
歳
児
／
平
成
25
年

４
月
２
日
～
平
成
26
年
４
月
１
日
生
ま
れ

で
満
３
歳
に
達
し
た
後
、
幼
稚
園
に
入
園

し
た
幼
児
②
３
～
５
歳
児
／
平
成
22
年
４

月
２
日
～
平
成
25
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

る
⑤
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保

護
命
令
を
受
け
た
⑥
父
ま
た
は
母
が
法
令

に
よ
り
1
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
⑦
母

が
婚
姻
に
よ
ら
ず
出
産
し
た　
【
支
給
額
】

左
表
の
と
お
り

●
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

　

医
療
費
の
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
で
、

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と
自

立
を
支
援
し
、
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め

の
制
度
で
す
。　

次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人（
所
得
制
限
や
年
齢
要
件
な
ど

あ
り
）①
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者（
前

記
、児
童
扶
養
手
当
欄
を
参
照)

②
①
以
外

の
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母
も
し
く

は
養
育
者
と
児
童　
【
助
成
額
】入
院･

外

来
な
ど
の
各
医
療
保
険
制
度
の
自
己
負
担

額
と
入
院
時
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
2

分
の
1

※
児
童
扶
養
手
当
と
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

療
費
助
成
の
申
請
に
必
要
な
書
類
は
、
申

請
者
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
事

幼
児　
※
世
帯
の
所
得
状
況
・
子
ど
も
の

人
数
に
よ
り
補
助
金
額
と
補
助
金
の
交
付

可
否
を
決
定
し
ま
す
。
各
幼
稚
園
か
ら
申

請
用
紙
を
配
布
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま
だ

申
請
用
紙
が
届
か
な
い
世
帯
は
保
育
課
へ

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
9
月
1
日
㈭
に
市
内
54
、
55
園
目
と
な

る
保
育
施
設（
小
規
模
保
育
事
業
所
）が
開

園
し
ま
す
。　
【
保
育
施
設
】①
上
尾
す
ず

ら
ん
保
育
園
／

原
市
北
1 −

1 −

5　

6
カ
月
～
2
歳
児　

19
人　
②
み
ん
な

い
っ
し
ょ
の
い
っ
ぽ
／

中
妻
4 −

1 −

11　

3
カ
月
～
2
歳
児　

10
人　
【
①
②

共
通
】　

8
月
10
日
㈬
ま
で
に
保
育
課
へ　

※
先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
入
所
基
準

を
基
に
、入
所
希
望
者
の
家
庭
状
況
や
保

育
を
必
要
と
す
る
状
況
を
総
合
的
に
判
断

し
て
利
用
調
整（
選
考
）し
ま
す
。

　
夏
は
交
通
事
故
が
多
発
す
る
傾
向
に
あ

り
、
特
に
子
ど
も
や
高
齢
者
の
自
転
車
事

故
の
割
合
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

　
　

　
　
　
　
　

　

　

　

都
市
計
画
課　

7
７
５−

7
6
2
9

　

7
７
５−

９
9
0
6

子
ど
も
支
援
課　

7
７
５−

6
8
1
9

　

7
７
4−

5
3
4
2

保
育
課　

7
７
５−

5
1
2
1

　

7
７
4−

5
3
4
2

障
害
福
祉
課　

7
７
５−

5
1
2
3

　

7
７
6−

8
8
7
2

交
通
防
犯
課　

7
7
5−

5
1
3
8

7
7
5−

9
9
2
7

私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励
費

補
助
金

児
童
扶
養
手
当
の
申
請
・

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
助
成

「
集
い
の
公
園
」の
都
市
計
画
公
園

区
域
の
変
更
に
係
る
素
案
の

閲
覧
と
説
明
公
聴
会

「
上
尾
す
ず
ら
ん
保
育
園
」
と

「
み
ん
な
い
っ
し
ょ
の
い
っ
ぽ
」

が
開
園

　
　
　
　
　
保
育
課　

7
7
5−

5
0
4
4　
　
　

  

7
７
4−

5
3
4
2

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動

児童数 全部支給 一部支給

1 人 42,330円 9,990円〜42,320円

2 人 47,330円 (9,990〜42,320円)
+5,000円

3 人
以上 １人につき3,000円を加算

※４月から支給額が変更になりました。

支給額(月額)
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家
庭
や
地
域
で
注
意
を
呼
び
か
け
、
交
通

ル
ー
ル
と
正
し
い
マ
ナ
ー
を
実
践
し
、
事

故
に
遭
わ
な
い
よ
う
、
起
こ
さ
な
い
よ
う

に
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。　

７
月

15
日
㈮
～
24
日
㈰　
【
運
動
の
重
点
目
標
】

①
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
②

自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進
③
飲
酒
運
転

の
根
絶　
【
市
の
重
点
目
標
】自
転
車
の
交

通
ル
ー
ル
順
守
と
マ
ナ
ー
向
上　
【
市
内

交
通
事
故
統
計
４
月
末
】件
数
／
280
件
・
死

者
数
／
1
人
・
負
傷
者
数
／
334
人

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
保
険
料
率

は
、２
年
ご
と
に
決
定
し
ま
す
。平
成
28
・

29
年
度
の
埼
玉
県
の
新
し
い
保
険
料
率
が

決
ま
り
ま
し
た（
下
表
参
照
）。
年
間
保
険

料
額
の
上
限
は
57
万
円
で
変
更
は
あ
り
ま

せ
ん
。
平
成
28
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
額
の
決
定
通
知
書
兼
納
入
通
知
書

は
、７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
全
て
の
被
保
険
者
に
か
か

り
ま
す
。
保
険
料
額
は
被
保
険
者
が
等
し

く
負
担
す
る｢

均
等
割
額｣

と
、
所
得
に
応

じ
て
負
担
す
る｢

所
得
割
額（
賦
課
の
も
と

と
な
る
所
得
金
額
×
所
得
割
率
）｣

と
の
合

計
で
計
算
し
ま
す
。
均
等
割
額
と
所
得
割

率
は
県
内
均
一
で
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証（
保
険

証
）は
8
月
1
日
㈪
に
更
新
に
な
る
た
め
、

新
し
い
保
険
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま

す
。
有
効
期
限
が
過
ぎ
た
保
険
証
は
、
保

険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所
へ
返

却
す
る
か
、
は
さ
み
な
ど
で
切
っ
て
処
分

し
て
く
だ
さ
い
。

■
負
担
割
合

　
保
険
証
に
は
、
医
療
機
関
な
ど
で
受
診

す
る
際
の
窓
口
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
割
合
は
、
毎
年
8
月
1
日

現
在
の
世
帯
状
況
と
平
成
27
年
中
の
市
・

県
民
税
課
税
標
準
額
に
応
じ
て
判
定
し
ま

す（
表
1
参
照
）。現
役
並
み
所
得
者（
３
割

負
担
）で
も
、収
入
を
考
慮
し
た
再
判
定
の

基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す（
表
２
参
照
）。

具
体
的
な
申
請
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
該

当
者
へ
別
途
通
知
し
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
で
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
人
は｢

限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証｣

（
限
度
額
認
定
証
）

が
申
請
で
き
ま
す
。
医
療
機
関
窓
口
で
限

度
額
認
定
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
入
院
し

た
時
の
支
払
い
が
減
額
さ
れ
ま
す
。　
※

差
額
室
料
な
ど
の
保
険
診
療
外
は
別
途
負

担
が
必
要
で
す
。　

身
分
証
明
書（
顔
写

真
の
あ
る
も
の
な
ら
１
点
、
な
い
も
の
な

ら
２
点
以
上
）を
用
意
し
て
直
接
、保
険
年

金
課
へ　
※
事
前
に
電
話
で
発
行
可
能
か

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
更
新
手
続
き

　
限
度
額
認
定
証
は
、
毎
年
８
月
１
日
に

更
新
に
な
り
ま
す
。
す
で
に
発
行
さ
れ
、

交
付
要
件
を
満
た
す
人
に
は
新
し
い
限
度

額
認
定
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。　

※
同
一
世
帯
内
に
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
人
や
、
未
申
告
の
人
が
い
る
場
合
は

申
請
で
き
ま
せ
ん
。

2016. 7 No. 988

とき　 ところ 内容 対象 定員 持ち物費用・金額 ※記載のないものは「無料」
問い合わせ申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」

区　分 平成26・27
年度

平成28・29
年度

均等割額 42,440円
（年間）

42,070円
（年間）

所得割率 8.29％ 8.34％

保険料率の比較

区分 医療機関の
窓口負担

市 県 民 税
課税標準額

一般・
低所得者 １　割 145万円

未満

現役並み
所得者 ３　割 145万円

以上

世帯の状況
収入額

(必要経費などを差し引く
前の収入額の合計)

負担割合

被保険者が2人以上 各被保険者の収入額合計が520万円未満

１　割被保険者が1人 383万円未満

被保険者が1人
（同一世帯内に70〜
74歳の人がいる）

他の世帯員（70〜74歳
の人）を含めた収入が

520万円未満

※一般所得者は住民税課税世帯、低所得
者は住民税非課税世帯です。
※負担割合は、同一世帯に属する被保険者
だけの所得で判定します。

【表1】負担割合を判定する課税標準額の基準【表2】後期高齢者医療制度・負担割合の再判定基準

保
険
年
金
課　

7
7
5−

5
1
2
5

（
高
齢
者
医
療
）
7
7
5−

9
8
2
7

保
険
年
金
課　

7
7
5−

5
1
2
5

（
高
齢
者
医
療
）
7
7
5−

9
8
2
7

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
料
率
の
改
定

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

新
保
険
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

限
度
額
認
定
証
の
申
請

　
　
　
　
　
保
険
年
金
課　

7
7
5−
5
1
2
5　
　
　

  

（
高
齢
者
医
療
）
7
７
５−
９
８
２
７
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に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
下
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ　
保
険
料
は
、
な
ぜ
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
か
？

Ａ　
介
護
保
険
制
度
で
は
、
40
歳
以
上
の

全
て
の
人
が
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
事
業
は
皆
さ
ん

が
負
担
す
る
保
険
料
で
運
営
し
て
い
ま
す
。

介
護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
に
安
心
し
て

利
用
す
る
た
め
に
も
保
険
料
の
納
付
は
大

切
で
す
。
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
介
護
サ

ー
ビ
ス
利
用
の
と
き
に
、
給
付
を
制
限
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

Ｑ　
年
金
天
引
き
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

４・
６
月
の
保
険
料
は
ど
の
よ
う
に
決
ま

る
の
で
す
か
？

Ａ　
保
険
料
決
定
前
の
期
間
を
仮
徴
収
期

間
と
し
、
基
本
的
に
２
月
と
同
額
を
天
引

き
し
、
７
月
の
保
険
料
決
定
後
に
年
額
を

８
月
以
降
も
し
く
は
10
月
以
降
の
期
間
で

調
整
し
ま
す
。

Ｑ　
年
金
天
引
き
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
口

座
振
替
に
変
更
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い

い
で
す
か
？

Ａ　
介
護
保
険
料
が
年
金
天
引
き
に
な
っ

て
い
る
人
は
、
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
と
は
仕
組
み
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、市
民
、事
業
者
、市
の
三
者
協

働
に
よ
る
街
づ
く
り
に
つ
い
て
、
市
長
へ

の
提
案
や
、
調
査
・
審
議
を
す
る
た
め
の

機
関
と
し
て｢

上
尾
市
街
づ
く
り
推
進
会

議｣

を
設
置
し
て
い
ま
す
。
こ
の
会
議
は
、

有
識
者
、
公
募
で
選
考
さ
れ
た
市
民
、
市

職
員
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
、
今
回

は
市
民
委
員
を
公
募
し
ま
す
。　
【
募
集

人
数
】３
人
以
内　
【
任
期
】委
嘱
の
日（
10

月
予
定
）か
ら
２
年
間　
【
応
募
資
格
】応

募
日
現
在
、
次
の
①
～
④
の
全
て
に
該
当

す
る
人
①
市
民
、
事
業
者
、
市
の
三
者
協

働
に
よ
る
街
づ
く
り
に
つ
い
て
理
解
と
関

心
が
あ
る
②
市
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳

以
上
③
国
、
地
方
公
共
団
体
の
議
員
ま
た

は
常
勤
の
公
務
員
で
な
い
④
平
日
に
開
催

さ
れ
る
会
議
に
出
席
で
き
る（
年
２
回
程

度
）　
【
応
募
方
法
】応
募
用
紙(

都
市
計
画

課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
可)

に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
小
論
文｢

あ
な
た
の
考
え
る
魅
力
あ

る
街
上
尾
と
は｣

（
800
字
以
内
）を
添
え
て
、

７
月
29
日
㈮
ま
で（
必
着
）に
郵
送（
〒
362

−
８
５
０
１
本
町
３−

１−

１
）ま
た
は
メ
ー

ル(
s351000@

city.ageo.lg.jp)

で

都
市
計
画
課
へ　
※
提
出
書
類
は
返
却
し

ま
せ
ん
。　
【
選
考
方
法
】書
類
選
考
の
上
、

結
果
を
９
月
上
旬
ま
で
に
応
募
者
全
員
に

通
知　
【
報
酬
】市
の
規
定
で
定
め
る
委
員

報
酬
額

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
を
郵
送

　
65
歳
以
上（
第
１
号
被
保
険
者
）の
皆
さ

ん
へ｢
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書（
介
護
保

険
料
額
決
定
通
知
書
）｣

を
７
月
上
旬
に
郵

送
し
ま
す
。

　
介
護
保
険
料
の
納
め
方
は
、
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）と
普
通
徴
収（
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
）が
あ
り
、年
額
18
万
円
以

上
の
年
金（
老
齢
基
礎
年
金
、
退
職
年
金
、

遺
族
年
金
、障
害
年
金
）を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
原
則
と
し
て
特
別
徴
収
に
な
り
ま

す
。
年
金
天
引
き
の
開
始
時
期
に
つ
い
て

は
下
図
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。　
※
具

体
的
な
納
め
方
は
、
同
封
の
し
お
り
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。納
付
で
困
っ
た
と
き
は
、高

齢
介
護
課
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お

40
～
64
歳
の
人（
第
２
号
被
保
険
者
）は
加

入
し
て
い
る
健
康
保
険
の
保
険
料
と
一
緒

高
齢
介
護
課　

7
7
5−

5
1
2
7

　

7
7
6−

8
8
7
2

介
護
保
険
65
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

街
づ
く
り
推
進
会
議
市
民
委
員

を
募
集

都
市
計
画
課　

7
7
5−

7
6
2
9

　

7
7
5−

9
9
0
6

第2号被保険者
（40～64歳）

第1号被保険者
（65歳以上）

健康保険料と
一緒に納付

納付書・口座振替・
年金天引きによる

納付

【表】　介護保険料の納付方法

※第1号被保険者の保険料は高齢介
護課へ、第2号被保険者の保険料は
加入している健康保険組合へそれぞ
れ直接、問い合わせてください。

4月

【図】　年金天引き(特別徴収)の開始時期
平成28年 平成29年

6月 12月10月 4月 6月以降

天引き開始
天引き開始

※年金(年額18万円以上)の受給開始が4月の人は、10月から介護保険料が年金から天
引きされます。年金の受給開始が6・8・10月の人は平成29年4月から、12月以降の人
は平成29年6月以降からそれぞれ天引きされます。受給手続き時期により、上記のと
おりにならない場合があります。

△

受給開始 天引き開始

△

12月以降受給開始

△

6～10月受給開始
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市政ニュース

　
要
介
護
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
人

へ
、
8
月
以
降
の
介
護
保
険
負
担
割
合
証

（
う
ぐ
い
す
色
）を
郵
送
し
ま
す
。
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
負
担
割
合（
1
割

ま
た
は
2
割　
※
注
）が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、担
当
の
介
護
支
援
専
門
員（
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）に
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。　
※
注　
２
割
負
担
と
な
る
の
は
、
本
人

の
合
計
所
得
金
額
が
160
万
円
以
上
の
人
で
す
。

た
だ
し
、
年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計
所
得
金

額
の
合
計
が
①
単
身
で
280
万
円
未
満
②
65
歳
以

上
の
人
が
２
人
以
上
い
る
世
帯
で
346
万
円
未
満

──
の
場
合
は
１
割
負
担
の
ま
ま
で
す
。

　
介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
と
短
期
入
所

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
、
対
象
と
な
る

人
は
食
費
と
居
住
費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。現
在
発
行
し
て
い
る
認
定
証
は
、７

月
31
日
㈰
で
有
効
期
限
が
切
れ
る
た
め
、

引
き
続
き
認
定
を
希
望
す
る
人
は
、
再
度

申
請
が
必
要
で
す
。
平
成
27
年
８
月
～
平

成
28
年
５
月
に
認
定
を
受
け
て
い
る
人
に

は
、
７
月
上
旬
に
案
内
通
知
と
申
請
書
を

2016. 7 No. 988

とき　 ところ 内容 対象 定員 持ち物費用・金額 ※記載のないものは「無料」
問い合わせ申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」

　
　市民の皆さん、こんにちは。市長の島村です。　
　陽射しの強さに日陰を求める季節になりましたが、い
かがお過ごしでしょうか。
　それとは反対に、夏の太陽を待っていたかのように
わが家のサボテンが七つの大きな花を咲かせました。草
木とは違い、成長に気が付きにくい鉢植えのサボテンで
すが、つぼみを付けたかと思ったら見る見るうちに伸び
はじめ、真っ白に輝く一日限りの花を見せてくれました。
生命の力強さを感じるとともに、その花のまぶしさに仕
事に向かう朝の顔がほころびました。
　7月は文月とも言いますが、その呼び名は、七夕の短
冊が由来であるという説もあるそうです。七夕は各地で
さまざまな習わしがありますが、裁縫だけでなく書道や
芸事の上達を願う日でもあります。その七夕を前に行わ
れた各地区の公民館祭りでは、市民の皆さんの文化的

な活動の成果がお披露目されました。内容は幅広く、絵
画や陶芸からダンスや演奏、ボランティア活動の発表と
いった多くの分野に及んでいます。皆さんの｢成果｣は、
これまでに重ねた一つ一つの努力や費やした時間が、輝
かしく一斉に開花したような力強いものばかりで、とて
も感動します。
　仕事を離れた文化的な活動は、人生に潤いを与えてく
れるばかりか、目的や生きがいにもなります。最近の社
会はあまりにも忙しいせいか、全体的に余裕を失い、思
いやりの気持ちが少なくなってきているような気もしま
す。このような時こそ、こうした活動が潤いとなり、心を
落ち着かせ、優しさを取り戻すきっかけとなるのではな
いでしょうか。どのようなことも、すぐに思うような結果
が出るとは限りません。種をまき、水をやり、光を当てて
大切に育てるように、継続して努力を続けることが、い
つしかきれいな花を咲かせることにつながります。
　さて、市内では、皆さんが育てた種が成長し、四季に
応じた「はな」が次々に咲きます。今月も一年に一度そ
の時期だけに見られる、夏祭りという「華」や、上尾の
夜空を彩る「花火」が見頃です。きれいに咲いた「はな」
を皆さんで楽しんで、笑顔の花を増やしていきたいで
すね。

サボテンの花

郵
送
し
ま
す
。　

次
の
①
～
③
の
全
て

に
該
当
す
る
人
①
本
人
と
世
帯
全
員
が
住

民
税
非
課
税
②
配
偶
者
が
本
人
と
別
世
帯

の
場
合
、配
偶
者
も
住
民
税
非
課
税
③
預

貯
金
な
ど
が
単
身
の
場
合
は
１
千
万
円
以

下
、
夫
婦
の
場
合
は
２
千
万
円
以
下　
※

こ
の
認
定
は
、
平
成
28
年
度
の
課
税
状
況

な
ど
に
基
づ
い
た
審
査
を
行
う
た
め
、
認

定
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。　

申

請
書（
高
齢
介
護
課
に
あ
る)

に
必
要
事
項

を
記
入
し
、関
係
書
類
と
一
緒
に
直
接
、高

齢
介
護
課
へ　
※
申
請
日
を
含
む
月
の
１

日
か
ら
適
用
と
な
り
ま
す
。

　
市
健
康
プ
ラ
ザ
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド
は
平

成
18
年
４
月
か
ら
指
定
管
理
者
制
度
を
導

入
し
て
お
り
、
現
在
の
指
定
期
間
が
平
成

29
年
３
月
31
日
㈮
で
終
了
し
ま
す
。
平
成

29
年
４
月
1
日
か
ら
平
成
34
年
３
月
31

日
ま
で
の
管
理
運
営
を
行
う
指
定
管
理
者

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
）を
募
集
し
ま
す
。　

申
請
書（
西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー
に
あ

る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
可
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、７
月

25
日
㈪
～
29
日
㈮
に
直
接
、西
貝
塚
環
境

セ
ン
タ
ー
へ　
※
詳
し
く
は
指
定
管
理
者

募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

高
齢
介
護
課　

7
7
5−

6
4
7
3

　

7
7
6−

8
8
7
2

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
郵
送

高
齢
介
護
課　

7
7
5−

6
4
7
3

　

7
7
6−

8
8
7
2

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

の
申
請
を

上
尾
市
健
康
プ
ラ
ザ
わ
く
わ
く

ラ
ン
ド
の
指
定
管
理
者
を
募
集

西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー　

7
2
5−

0
1
6
7

　

7
8
1−

9
1
6
6
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上
尾
市
文
化
セ
ン
タ
ー
は
、
耐
震
補
強

工
事
な
ど
の
改
修
工
事
の
た
め
、
平
成
28

年
８
月
１
日
㈪
か
ら
平
成
29
年
８
月
31
日

㈭
ま
で
上
尾
公
民
館
を
含
む
施
設
全
体
が

休
館
に
な
る
予
定
で
す
。
こ
れ
に
伴
い
、

休
館
中
の
事
務
所
は
次
の
と
お
り
移
転
し

ま
す
。　【
文
化
セ
ン
タ
ー
】イ
コ
ス
上
尾
内

（
〒
362−

０
０
１
１
平
塚
951

−

２
）
774

−

２
９
５
１
・

774−

２
９
５
５　
【
上
尾
公

民
館
】教
育
セ
ン
タ
ー
内（
〒
362−０
０
３
７

上
町
２−14−19
）
775−０
１
８
５
・

776−

７
３
６
６　
※
い
ず
れ
の
連
絡
先
も
移
転

前
か
ら
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
平
成
28
年
度
の
特
定
健
診
、
後
期
高
齢

者
健
診
の
実
施
期
間
は
、
10
月
31
日
㈪
ま

で
で
す
。
期
間
の
終
了
間
際
は
医
療
機
関

の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
受
診
が
ま
だ

済
ん
で
い
な
い
人
は
早
め
に
受
診
し
ま
し

ょ
う
。
受
診
に
は
受
診
券
が
必
要
で
す
。

受
診
券
は
再
交
付
で
き
ま
す
の
で
、
紛
失

し
た
人
は
保
険
年
金
課（
特
定
健
診
／
管

動
し
な
い
で
他
地
域
に
避
難
し
て
い
る
人　

宮
城
県
／
仙
台
市
、石
巻
市
、気
仙
沼
市
、

東
松
島
市
、山
元
町
、女
川
町
、南
三
陸
町　

【
受
診
期
間
】平
成
29
年
３
月
31
日
㈮
ま
で　

【
検
査
内
容
】特
定
健
診
な
ど
の
基
本
項
目

に
沿
っ
た
身
体
測
定
、血
圧
、尿
検
査
な
ど　

※
詳
細
な
健
診
項
目
は
医
師
が
必
要
と
認

め
た
場
合
に
実
施
し
ま
す
。
市
町
村
で
独

自
に
追
加
す
る
検
査
項
目
や
が
ん
検
診
な

ど
は
除
き
ま
す
。　

①
避
難
元
の
市
町

村
に
連
絡
を
す
る
②
避
難
元
の
市
町
村
か

ら｢

受
診
券
」｢

実
施
医
療
機
関
一
覧
」｢

昨
年

度
の
健
診
結
果
」(昨
年
受
け
た
人
だ
け)

が

送
付
さ
れ
る
③｢

実
施
医
療
機
関
一
覧
」に

掲
載
さ
れ
て
い
る
健
診
機
関
に
予
約
す
る　

受
診
券
、
昨
年
度
の
健
診
結
果
、
保
険

証
　

月
ご
と
の
医
療
費（
差
額
ベ
ッ
ド
代
・

食
事
代
・
保
険
診
療
外
医
療
な
ど
を
除
く
）

の
額
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合

に
、｢

限
度
額
適
用
認
定
証｣

を
提
示
す
る

理
担
当
、
後
期
高
齢
者
健
診
／
高
齢
者
医

療
担
当
）に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。　

※
平
成
28
年
度
か
ら
上
尾
二
ツ
宮
ク
リ
ニ

ッ
ク
と
西
村
ハ
ー
ト
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
も
受

診
で
き
ま
す
。

　
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、
特
定
健
診
を

受
け
た
結
果
、
特
定
保
健
指
導
の
対
象
と

な
っ
た
人
に「
特
定
保
健
指
導
利
用
券
」を

郵
送
し
ま
す
。
特
定
保
健
指
導
で
は
、
生

活
習
慣
病
に
か
か
る
危
険
度
に
応
じ
て
、

医
師
、
保
健
師
、
管
理
栄
養
士
な
ど
と
一

緒
に
自
分
の
生
活
に
見
合
っ
た
目
標
を
立

て
、生
活
習
慣
の
改
善
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

宮
城
県
の
一
部
市
町
村
で
は
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
住
民
票
を
異
動
し
な
い
で

他
地
域
に
避
難
し
て
い
る
人
も
、
避
難
先

で
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

国
民
健
康
保

険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

の
う
ち
、
次
の
市
町
村
か
ら
住
民
票
を
異

道路課　 775−9049・ 775−9906

市民体育館通りの歩道整備工事

　市民体育館通りの電線地中化事業に伴う歩道整備工事を行い
ます。区間は、春日神社前から鴨川までの約420㍍です。電線地
中化事業は、電線や電話線の移設工事や電柱の抜き取りなど、各
企業と協同で行う事業です。ご迷惑をお掛けしていますが、今年
度は事業完了に向け、歩道の整備を行います。工事期間中は、安
全対策など十分に配慮しながら工事を進めていきますので、ご
協力をお願いします。　【工事期間】8月～平成29年3月まで（予
定）　 下図のとおり

保
険
年
金
課（
給
付
）　

7
7
5−

5
1
3
6

　

7
7
5−

9
8
2
7

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

限
度
額
適
用
認
定
証
の
申
請

保
険
年
金
課（
特
定
健
診
）　

7
8
2−

6
4
9
4

（
後
期
高
齢
者
健
診
）　

7
7
5−

5
1
2
5

　

7
７
５−

９
8
2
7

東
日
本
大
震
災
で
他
地
域
に

避
難
し
て
い
る
人
へ
の

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診

市
民
協
働
推
進
課　

7
7
5−

4
5
3
9

　

7
7
5−

9
8
1
9

上
尾
市
文
化
セ
ン
タ
ー
・
上
尾

公
民
館
の
休
館
と
事
務
所
の
移
転

特
定
健
診
、
後
期
高
齢
者
健
診

保
険
年
金
課（
特
定
健
診
）　

7
8
2−
6
4
9
4

　

7
7
5−
9
8
2
7

（
後
期
高
齢
者
健
診
）　

7
7
5−

5
1
2
5

　

7
7
5−

9
8
2
7

特
定
保
健
指
導
の
利
用

保
険
年
金
課　

7
8
2−

6
4
9
4

　

7
7
5−

9
8
2
7
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と
、
医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い
が
限
度

額
ま
で
に
な
り
ま
す
。　

国
民
健
康
保

険
加
入
者（
70
歳
以
上
は
住
民
税
非
課
税

世
帯
だ
け
）で
次
に
該
当
す
る
人　
現
在

認
定
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
／
自
己
負
担

限
度
額
は
世
帯
の
所
得
区
分
に
応
じ
て
異

な
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
保
険
年
金
課
で

交
付
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
所
得
区

分
ご
と
の
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。　
既

に
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
／
現
在
発
行

さ
れ
て
い
る
認
定
証
は
７
月
31
日
㈰
で
有

効
期
限
が
切
れ
る
た
め
、
今
後
も
必
要
な

人
は
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。　
※
70

歳
以
上
で
①
負
担
割
合
が
３
割
の
人
②
負

担
割
合
が
1
割
、
2
割
で
、
住
民
税
課
税

世
帯
の
人
─
─
は
保
険
証
兼
高
齢
受
給
者

証
が
認
定
証
と
同
様
の
効
力
を
持
つ
た
め
、

申
請
は
不
要
で
す
。　

本
人
の
被
保
険

者
証
・
世
帯
主
と
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
分
か
る
も
の
・
来
庁
者
の
本
人
確
認
書

類
を
用
意
し
て
、
保
険
年
金
課
へ　
※
国

民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
交
付

さ
れ
ま
せ
ん
。
別
世
帯
の
人
が
申
請
す
る

場
合
、委
任
状
が
必
要
で
す
。支
所
・
出
張

所
で
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
全
額
が
免
除
さ
れ

る｢

全
額
免
除｣

と
保
険
料
の
一
部
が
免
除

さ
れ
る｢

４
分
の
３
免
除｣｢

半
額
免
除｣「
４

分
の
１
免
除｣

、保
険
料
の
納
付
が
猶
予
に

な
る｢

納
付
猶
予
制
度｣

を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

●
保
険
料
免
除
制
度

次
の
①
～
⑥
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人（
学
生
を
除
く
）①
本
人
・
配
偶
者
・
世

帯
主
の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
下
②
天

災
や
失
業
な
ど
に
よ
り
納
付
が
著
し
く
困

難
③
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
以
外

の
扶
助
な
ど
を
受
け
て
い
る
④
地
方
税
法

上
の
障
害
者
ま
た
は
寡
婦
で
、
前
年
の
所

得
が
一
定
額
以
下
⑤
東
京
電
力
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
う
被
災
者
⑥

特
別
障
害
給
付
金
を
受
け
て
い
る　
　

●
納
付
猶
予
制
度

　
平
成
28
年
７
月
か
ら
平
成
37
年
６
月
ま

で
対
象
が
拡
大
し
ま
し
た
。　

50
歳
未

満
で
本
人
・
配
偶
者
の
前
年
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
人
、
ま
た
は
前
記
の
②
～
⑥

に
該
当
す
る
人

●
共
通
事
項

【
承
認
の
効
果
】①
承
認
期
間
は
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
に
必
要
な
期
間（
最
低
25
年
）

に
含
ま
れ
る
②
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
対
象
期
間
に
な
る
③
年
金
額
に
一
部

反
映
さ
れ
る　
※
保
険
料
の
一
部
を
免
除

さ
れ
た
場
合
、
免
除
後
の
保
険
料
を
納
付

し
な
い
月
は
未
納
期
間
に
な
り
ま
す
。
納

付
猶
予
制
度
は
、
年
金
額
へ
の
反
映
は
あ

り
ま
せ
ん
。　
【
申
請
で
き
る
期
間
】申
請

日
の
２
年
１
カ
月
前
か
ら
平
成
29
年
６
月

分　
※
納
付
猶
予
制
度
を
申
請
す
る
30
歳

以
上
50
歳
未
満
の
人
は
、平
成
28
年
７
月

分
か
ら
申
請
で
き
ま
す
。　

年
金
手
帳
、

印
鑑
、
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
者
証
や
離

職
票
の
写
し（
申
請
理
由
が
失
業
の
場
合
）　

【
追
納
】承
認
期
間
の
保
険
料
は
10
年
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
で
き
ま
す
。　
※
３
年

度
目
を
経
過
し
た
期
間
の
追
納
に
は
加
算

金
が
付
き
ま
す
。　

直
接
、保
険
年
金
課

（
現
年
度
に
限
り
、各
支
所
・
出
張
所
で
も

申
し
込
み
可
）へ　
※
継
続
審
査
の
対
象
で

な
い
人
は
、毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
と
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
、
市
に
対
し
て
感
じ

て
い
る
こ
と
や
、望
む
こ
と
な
ど
を｢

市
長

へ
の
は
が
き｣

で
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
昨
年
度
は
、363
件
の
貴
重
な
意
見
を
頂

き
ま
し
た
。意
見
の
内
訳
は
、教
育・文
化・

ス
ポ
ー
ツ
関
係
が
77
件
、環
境
・
安
全
・
み

ど
り
に
関
す
る
も
の
が
65
件
、
健
康
・
福

祉
・
医
療
関
係
が
55
件
、ま
ち
づ
く
り
・
基

盤
整
備
関
係
が
44
件
、
行
財
政
・
窓
口
接

遇
に
関
す
る
も
の
が
38
件
、保
険・年
金・

税
・
証
明
関
係
が
８
件
、産
業
・
経
済
関

係
が
５
件
、そ
の
他
が
71
件
で
し
た
。

　

｢

市
長
へ
の
は
が
き｣

は
、市
役
所
１
階

総
合
案
内
、各
支
所
・
出
張
所
、図
書
館
、

上
尾
市
民
体
育
館
、上
尾
市
文
化
セ
ン
タ

ー
、
上
尾
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

イ
コ
ス
上
尾
な
ど
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

市
政
相
談
委
員
は
、
市
政
に
対
す
る

苦
情
を
受
け
、公
正
・
中
立
的
な
立
場
で

処
理
し
ま
す
。行
政
の
制
度
に
問
題
が
あ

る
場
合
は
、市
に
改
善
や
是
正
を
促
し
ま

す
。　

市
政
に
対
す
る
苦
情（
原
因
と

な
っ
た
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
１
年
以
内

の
も
の
に
限
る
）で
、
直
接
利
害
関
係
が

あ
る
人　

市
役
所
、各
支
所
・
出
張
所
、

主
な
公
共
施
設
に
あ
る｢

苦
情
申
立
書｣

に
記
入
し
て
、直
接
ま
た
は
郵
送
で
広
報

広
聴
課（
〒
362−

８
５
０
１
本
町
３−

１−

１
）か
各
支
所
・
出
張
所
へ

保
険
年
金
課
　

7
7
5−

5
1
3
7

　

7
7
5−

9
8
2
7

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度
・

納
付
猶
予
制
度

市
長
へ
の
は
が
き

―
あ
な
た
の
声
を
市
政
に
―

広
報
広
聴
課
　

7
7
5−

4
9
1
8

　

7
7
6−

8
8
7
3

ご
利
用
く
だ
さ
い

市
政
相
談
委
員
制
度

広
報
広
聴
課
　

7
7
5−

4
9
1
8

　

7
7
6−

8
8
7
3

申立書と専用封筒
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　市では、下表のとおり介護予防事業を行っています。
これは、心や体の機能が低下し、介護が必要な状態に
ならないよう、体を動かし脳を活性化させ、自立して
生き生きと暮らしていくための事業です。　 市内に
在住の65歳以上で、要支援・要介護認定を受けてなく、
応募用紙の「基本チェックリスト｣の必要項目に該当す

　夏休みのひととき、県の防災学習施設で地震や暴風を体験したり、「尾瀬の郷
さと

」片品村で豊か
な自然を楽しんだりして、親子の絆を深めませんか。

7月28日㈭・29日㈮(1泊2日)　 群馬県片品村の旅館　【行き先】埼玉県防災学習センター（鴻
巣市）、片品村役場、吹割の滝、丸沼高原など　【交通手段】大型バス　 市内の小学4年生から
中学3年生までの子どもとその親　 親／6千円、子ども／3千円　 親子15組　※応募者多数
の場合は抽選です。　 7月13日㈬まで（㈯㈰を除く）に、直接か電話で危機管理防災課へ　

る人　 元気アップ教室　運動・文化コース／1回150
円　※その他は無料です。　 応募用紙（高齢介護課、
各支所・出張所、各地域包括支援センターにある）に必
要事項を記入して、直接または郵送で8月12日㈮まで
(必着)に高齢介護課へ（応募者多数の場合は抽選）　※
機能低下が顕著な人を優先する場合があります。

元気アップ教室　文化コース(10月～平成29年３月) 

※日程・会場は申し込み後にお知らせします。

元気アップ教室　運動コース(10月～平成29年３月) 

コース と　き 実施会場 内　容 対　象 定 員

健康カラオケ教室 毎週㈮
13：30～15：00

ヨークカルチャーセン
ター上尾
(ショーサンプラザ5階）

講師とともに歌を歌う 外出の機会の少
ない人、全般的な
生活機能の低下
やうつに注意が
必要な人

20人

パソコン教室 毎週㈬
12：20～14：20

ハローパソコン教室
(アリオ上尾校) パソコンで水彩画を描く 10人

コース と　き 実施会場 内　容 対　象 定 員

運動教室

毎週㈫
10：00～11：30

コナミスポーツクラブ
北上尾

介護予防のための運動
※主治医から運動を許可さ
れている人が参加できます。 

JR高 崎 線 西 側 に
在住の介護予防
運動が必要な人

15人
毎週㈬
13：30～15：00 パストーン浅間台

20人

毎週㈯
10：00～11：30

日々トレはると
上尾小敷谷

毎週㈰
10：00～11：30 あけぼの
毎週㈯
10：00～11：30

介護予防フィットネス
あゆみ

JR高 崎 線 東 側 に
在住の介護予防
運動が必要な人

毎週㈯
15：00～16：30 上尾メディカルクリニック
毎週㈯
10：00～11：30

リハビリデイサービス
nな ご みagomi 15人

毎週㈭
10：00～11：30 スウィン日の出

上平地区に在住
の介護予防運動
が必要な人

8人

介護予防事業に参加しませんか

親子防災宿泊体験の参加者を募集

高齢介護課　 775−4190・ 776−8872

看護師による訪問

栄養講座・歯科講座

コース と　き 実施会場 内　容 対　象 定 員

ほのぼの元気事業 おおむね3カ月間で
5回訪問 自宅 看護師による家庭訪問 認知機能の低下やう

つに注意が必要な人 60人

コース と　き 実施会場 内　容 対　象 定 員

栄養講座 10：00～11：00
または

14：00～15：00
市内の公民館・集会所

栄養士による栄養改善講座 低栄養状態の改
善が必要な人

なし
歯科講座 歯科医師または歯科衛生士に

よる口腔機能向上講座
口腔ケアが必要
な人

危機管理防災課
775−5140・ 775−9927
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県指定無形
民俗文化財 平方のどろいんきょ

武
ぶ

州
しゅう

平
ひ ら か た

方箕
み

輪
の わ

囃
ば や

子
し

ひょっとこ踊り

生涯学習課　 775−9496・ 776−2250

　「平方祇園祭のどろいんきょ行事（平方のどろい
んきょ）｣は、平方上宿地区で行われる悪疫退散など
を祈願する祭りです。白木造りの｢隠

いんきょ

居神
み

輿
こし

｣を担ぎ
回って民家の庭などで転がし、水をまいて泥だらけ
になりながら激しくもみ合う勇壮な祭りです。　
7月17日㈰13時～19時40分　 八枝神社（平方）周辺　
【交通】JR上尾駅西口から、市内循環バス“ぐるっとく
ん”「平方丸山公園線｣｢平方小敷谷循環｣で｢平方神社
前｣バス停下車、または東武バス｢平方方面行｣で｢平
方｣バス停下車　※県立上尾橘高校の駐車場が臨時
駐車場になります。

　どろいんきょで演奏している祭りばやしです。神田ばやし系の古っぱ
やしといわれ、古くから継続的に伝承されています。タカウマと呼ばれ
る木枠で移動しながら演奏するのが特徴です。これらの特徴により、市
にとって重要なものとして、市の文化財に指定されています。

　どろいんきょの会場の一つである5班の神酒所では、余興として、垂
直に立てた隠居神輿のヤカタの上に置いた板の上で、ひょっとこ踊りを
行います。囃子は｢ニンバ(ひょっとこ)｣が演奏されます。

■交通規制区域（開催時間内）★印 神酒所
※区域内は歩行者優先です。

主要地方道川越上尾線

★7班

★6班

4班★

1班★

★3班

★2班

★8班

★10班

★5班
〒

■交通規制区域（開催時間内）★印 神酒所
※区域内は歩行者優先です。

主要地方道川越上尾線

★7班

★6班

4班★

1班★

★3班

★2班

★8班

★10班

★5班
〒

武州平方箕輪囃子連のタカウマでの演奏

「隠居神輿」をもみ合う若衆たち

ひょっとこ踊り



12

●第７次行政改革の効果
　市民との協働による市政の推進、効率的で質の高い行政
経営など、四つの基本理念を掲げて取り組みを進めました。
第７次行政改革の主な取り組み結果は図１のとおりです。

　平成23～27年度を計画期間とする｢第7次上尾市行政改革大綱・行政改革実施計画｣に基づき、サービスの向上や経費
の効率化に向けた行政改革の取り組みを実施しました。さらなる行政改革を推進するため、有識者による検討や市民コメ
ントの意見を反映した、平成28～32年度を計画期間とする｢第8次行政改革大綱・実施計画｣を策定しました。

●第８次行政改革大綱を策定
　国・地方を通じた財政状況は、これまで以上に厳しくな
ることが予想されます。とりわけ本市は、全国平均を上回
る急速な高齢化に伴う社会保障関係経費の増加や、生産
年齢人口の減少に伴う市税収入の減少への対応が求めら
れます。加えて、公共施設・インフラの資産更新問題への
対応が必要です。
　そのため、さらなる行政改革の推進を図るべく、平成28
年度からの5年間を計画期間とする第８次上尾市行政改革
大綱・実施計画を策定しました。その基本方針は、図2の
とおりです。｢質の高い行政サービスの提供｣と｢持続性の
ある財政基盤の確立｣を掲げ、事業主体の多様化、歳出全
般の効率化、財源確保の強化という3つのアプローチで行
政改革に取り組むものです。第8次行政改革の取り組み項
目は図3のとおりです。

行政経営課
775−3963・ 776−8873

図１　第7次行政改革の主な取り組み項目（平成23～27年度）

図2　第８次行政改革大綱の基本方針

行政改革項目 取り組み内容 効果額

国保繰出金 ・特定健康診査やジェネリック
医薬品の利用推進 19億2,200万円

下水道繰出金
・公共下水道の適正な整備・維
持管理
・下水道使用料の改定

15億6,900万円

税の滞納整理 ・口座振替の推進、コンビニ納
付、電話催告コールの実施 16億5,200万円

市 債 管 理 ・借入利率の入札による決定
・国の繰り上げ償還制度の活用 7億9,000万円

定員適正化 ・定員適正化計画の策定 6億9,300万円

給 与 制 度
・給与や手当の適正化
・業務の見直しによる時間外勤務
手当の縮減

5億6,300万円

ごみの減量
・家庭ごみの地域リサイクル推進
・事業系ごみの搬入時の検査・指
導の強化

2億7,400万円

電 算 処 理
・基幹系システムサーバのデー
タセンター完全移行
・ＩＴコーディネーターの活用

2億5,700万円

歳 入 確 保
・ホームページのバナーや広報
誌、市内循環バスなどの広告料
・公共施設自動販売機設置を貸
付契約へ移行

1億800万円

第7次行政改革の取り組みが終了
第8次行政改革を策定し、さらなる行政改革を推進

事業主体の多様化
◆�市民・NPOとの協働
◆�民間事業者への委託
◆�他自治体との連携

歳出全般の効率化
◆�事務事業の統廃合
◆�事務事業の効率化
◆�特別会計・関連団体の経営改善

財源確保の強化
◆�広告掲載の推進
◆�財産活用と付加価値創造の推進
◆�受益者負担の適正化

質の高い行政サービスの提供
持続性のある財政基盤の確立
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とき　 ところ 内容 対象 定員 持ち物費用・金額 ※記載のないものは「無料」
問い合わせ申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」

　JR上尾駅西口・桶川駅西口～羽田空港間の高速乗合バスを運行開始します。　
7月13日～　 大人／１,670円　小児／840円　※乗車場所については、右図
をご覧ください。所要時間は、約100～130分です。ただし、道路状況により延着
する場合がありますので、余裕をもって利用してください。全国交通系ICカード
（PASMO・Suicaなど）が利用できます。　 先着順による座席定員制（満席の
場合は乗車不可）　※詳しくは、東武バスホームページ（ http://www.tobu-
bus.com）をご覧いただくか、電話で問い合わせてください。

東武バスウエスト㈱大宮営業事務所　 665−2681
京浜急行バス㈱京浜島営業所　 03−3790−2631

7/13㈬ 運行開始
上尾駅・桶川駅〜羽田空港線

　　     高速乗合バス

図3　第8次行政改革の取り組み項目（平成28～32年度）

上尾駅西口発羽田空港行
●時刻表

羽田空港発上尾駅西口行

（２）歳出全般の効率化　―　②事務事業の効率化

13 プロジェクトチーム・ワーキンググループ等の見直し

14 ごみの減量・ごみ処理経費削減

15 学校余裕教室等の活用

（２）歳出全般の効率化　―　③特別会計・関連団体の経営改善

16 関連団体に対する補助金の見直し

17 国民健康保険特別会計繰出金の繰出基準内への抑制

18 公共下水道特別会計繰出金の繰出基準内への抑制

（３）財源確保の強化　―　①広告掲載の推進

19 施設・車両を活用した広告掲載

20 市発行物等を活用した広告掲載

（３）財源確保の強化　―　②財産活用と付加価値創造の推進

21 財産の活用

22 不要資産の売却

23 新たな行政サービスの取組み

（３）財源確保の強化　―　③受益者負担の適正化

24 手数料・使用料等の見直し

25 公金・税の徴収の徹底

（１）事業主体の多様化　―　①市民・NPOとの協働

1 公園管理等の地域協働等の推進

（１）事業主体の多様化　―　②民間事業者への委託

2 市立保育所等の委託化

3 ごみ定期収集の委託化

4 丸山公園小動物コーナーの委託化

5 図書館運営の委託化

6 窓口業務・内部管理業務の委託化

（１）事業主体の多様化　―　③他自治体との連携

7 上尾市・伊奈町のごみ処理広域化

8 上尾市・伊奈町の消防広域化

（２）歳出全般の効率化　―　①事務事業の統廃合

9 補助金等の見直し

10 証明書等のコンビニ交付開始と重複事務の解消

11 老人福祉センターことぶき荘の見直し

12 平方幼稚園の見直し

東武 京急 東武 京急

（発）上尾駅西口 4:30 6:00 16:00 19:00

（発）桶川駅西口 4:45 6:15 16:15 19:15

→ → → →

（着）羽田空港
第2ターミナル 6:10 8:00 17:40 −
（着）羽田空港
第1ターミナル 6:15 8:05 17:45 −
（着）羽田空港
国際線ターミナル 6:22 8:12 17:52　20:42

東武 京急 東武 京急

（発）羽田空港
国際線ターミナル 8:30 16:00 20:00 21:55
（発）羽田空港
第2ターミナル 8:40 16:10 20:10 22:05
（発）羽田空港
第1ターミナル 8:45 16:15 20:15 22:10

→ → → →

（着）桶川駅西口 10:15 17:40 21:30 23:25

（着）上尾駅西口 10:30 17:55 21:45　23:40

停留所名 停留所名
運行会社 運行会社


